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お知らせ版　No.094

　市では、地域の資源、特性を再検証して「鹿屋市」のイメージを確立し、域内外に発信するため、「か
のやブランド創出プラン」づくりに取り組んでいます。

創出会議の様子

地域イメージ
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信頼性・社会性・自然との一体感・旅情感・躍動感・一流感　など

地域ブランド

地域ブランドづくりに取り組んでいます

地域ブランド概念図

　市では、鹿屋市そのもののイメージづくりを行い、物産や観光、産業などのブランド化につなげる地
域活性化の取組として「地域ブランド創出プラン」の策定に取り組んでいます。
　プランの中心となる内容は、鹿屋市の資源や特性などを十分に踏まえた「ロゴマーク」と「キャッチ
フレーズ」づくりです。
　プランの策定に当たっては、様々な分野で活躍している皆さんの意見を反映していくため、「かのや
ブランド創出会議」や「かのやブランド創出プロジェクトチーム」、「市民会議」での検討を行っています。

　地域ブランドは、その地域が独自に持つ歴史や文化、自然、産業、生活、人のコミュニティといった地域
の資源、特性を、体験の「場」を通じて、想い出（記憶）と結び付けることで「買いたい」、「訪れたい」、「交
流したい」、「住みたい」という気持ちを誘発する地域のイメージそのものと言えます。
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プロジェクト会議の様子 市民会議の様子

※これまでの取組等については、市ホームページに掲載しています。
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